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条

例

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
一
号

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
別
委
員
は
、
委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
事
件
が
議
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
い
る
間
在
任
す
る
。

第
五
条
第
五
項
中｢

第
三
項
の
規
定
に
よ
り｣

を｢

第
四
項
の
規
定
に
よ
り｣
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
常
任
委
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
号

青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

第
一
条
中

｢

及
び
第
十
五
項｣

を

｢

か
ら
第
十
六
項
ま
で｣

に
改
め
、

｢

調
査
研
究｣

の
下
に

｢

そ
の
他
の
活
動｣

を
加
え
、｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
改
め

る
。第

二
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

、
第
三
条

(

見
出
し
を
含
む
。)
、
第
四
条
、
第
五
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

及
び
第
六
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
改
め
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲)

第
七
条

政
務
活
動
費
は
、
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
、
研
修
、
広
聴
広
報
、
要
請
陳
情
、
住
民
相
談
、
各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
、

県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動

(

以
下

｢

政
務
活
動｣
と
い
う
。)

に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
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２

政
務
活
動
に
要
す
る
経
費
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
中

｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中

｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
、

｢

使
途
基
準｣

を

｢

政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ

と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

透
明
性
の
確
保)

第
十
二
条

議
長
は
、
収
支
報
告
書
等
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
う
等
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
る
と
と
も
に
、
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
十
三
条
中

｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
改
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

(

第
七
条
関
係)

政
務
活
動
に
要
す
る
経
費
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附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
交
付
決
定
さ

れ
る
政
務
活
動
費
か
ら
適
用
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
改
正
前
の
青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
決
定
さ
れ
た
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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